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災害対策における地域保健活動推進のための管理体制運用マニュアル実用化研究 
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分担研究 1：統括保健師および統括保健師を補佐する保健師が災害時に取り扱う情報の管理と 
活用に関する現状調査―地域活動拠点別の事例調査 

 
研究分担者   奥田 博子  （国立保健医療科学院 健康危機管理研究部・上席主任研究官） 

 
 
研究要旨 
目的：地域活動拠点別（本庁，保健所，市町村，政令市）の災害時の保健活動推進に際して自治

体の統括保健師が取扱う情報と、その運用に関する実際及び課題を検討するため情報サイクル（1.
情報収集努力の指向 2.情報収集 3.分析 4.使用）の観点から検討を図ることを目的とした。 
方法：過去の災害時において、統括保健師に求められる情報の管理と活用、リーダーシップに関

する要素を、文献および関連する資料から抽出を図った。さらに、派遣応援等の外部支援者を持

続的に受け入れて被災地の保健活動を実施するに至った被害規模の甚大な災害時に、統括保健師

として役割を果たした地域活動拠点別（本庁，保健所，市町村，政令市）保健師に対し、半構造

的質問紙を用いたインタビュー調査を行い、文献から抽出された事項の補完を行った。また、統

括保健師に求められる災害時の管理的能力と、その能力が発揮されるための体制及び育成に関す

る意見についても聴取した。 
結果：災害時、統括保健師の関与する情報サイクルを検討するために有用な情報として抽出可能

な文献 11 事例、報告書 3 事例の計 14 事例を調査対象とした。 
文献検討の補完のためのヒアリング調査は、保健師 6 名（本庁 2 名，保健所 2 名，市町村 1 名，

政令市 1 名）の協力を得た。 
文献および、ヒアリング調査の結果から、地域活動拠点別（本庁，保健所，市町村，政令市）の

災害時の保健活動推進に際して、統括保健師に求められる役割は、いずれの活動拠点においても、

災害時の保健対策の中枢的な責務を担うため、派遣要請を含めた自治体としての方針の決定のた

めに被災状況の把握に努めていた。特に、県および、政令市の本庁においては、県、政令市とも

に、国や、派遣元自治体、保健所、市町村など、多くの関係機関との調整を図る役割を担ってい

る統括保健師に期待される機能を発揮するための活動体制としては、いずれの拠点においても、

統括保健師に絶えず情報が集約される体制の確立と、専門職としての統括保健師の判断や意見に

対し、一定の権限が与えられることが望ましいことが明らかになった。また、地域住民への直接

的な対応を担う市町村や政令市の行政区においては、急を要する直接的な支援に関わる方針の決

定、人員の派遣、必要な物資の調達や供給など、災害時の保健活動の調整に関わる必要な情報の

収集、活用を図っていた。平常時から、統括保健師の配置と、その権限の明確化を推進すること、

本庁・保健所・市町村間の統括保健師の連携体制の強化、統括保健師に求められる能力を発揮す

るための保健師の人材育成が今後の課題である。 
Key words: 災害，統括保健師，地域保健活動拠点，情報，運用 
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A.研究背景 
近年、多様な災害が頻発化し、発災当初か

ら持続的に被災地域住民の健康支援を担う保

健師の果たす役割は大きい。また一般的に、

災害時の活動の成否は、組織運営・管理面に

帰することが多いとされている。そのため、

このような管理・運営体制推進の核となるこ

とが期待される立場にある統括保健師の果た

す役割は極めて重要といえる。しかし、災害

時における統括保健師に求められる役割遂行

のために必要となる情報の管理やその活用方

法は明らかになっていない。さらに、地域保

健活動拠点別（本庁、保健所、市町村，政令

市）の特性についても検討されていない。そ

のため、地域保健活動拠点別の統括保健師が

災害時に取り扱う情報の管理と活用の明確化

を図ることは、今後の災害対策推進において

もその必要性は高い。 
 
B．研究目的 
 災害発生時に、地域活動拠点別（本庁，保

健所，市町村，政令市）の保健活動推進に際

し、自治体の統括保健師および統括保健師を

補佐する保健師が取扱う情報と、その運用に

関する実際及び課題の検討を図ることを本研

究の目的とする。 
 
C．研究方法 
１）文献検索 
文献調査の対象事例は、地域活動拠点別（本

庁，保健所，市町村，政令市）の統括保健師

及び統括保健師を補佐する保健師が、災害時

に扱う情報サイクルの各要素、及びその運用

体制の面から「統括保健師の思考、判断、行

動の実際」及び「統括保健師が認識している

課題」の情報が明記されている文献を選定す

る。なお、統括保健師という概念は近年生成

されていることから、リーダー的立場の保健

師と同義として扱うこととする。 
2）ヒアリング調査 
（1）対象：対象とする事例は、「派遣応援等

の外部支援者を持続的に受け入れ、被災地の

保健活動を実施するに至ったような被害規模

の甚大な災害」とし、被災地の保健活動推進

に対し統括保健師の立場、あるいは統括保健

師を補佐する役割の保健師として従事経験の

ある者とする。 
（2）方法：半構造的質問紙を用いたインタ

ビュー調査法 
（3）調査概要： 
①災害事例の概要 
災害・被災の概要、発災時の自治体概況 
②調査対象者（統括保健師）の基本属性 
発災当時の年齢、保健師勤務年数、職位、統

括保健師としての経験年数等 
③情報知識の運用体制 
④統括保健師が災害時に取り扱った発災直後

からの情報と運用の実際及び課題 
⑤統括保健師に求められる災害時の管理的能

力とその能力が発揮されるための体制及び育

成に関する考え 
3）データ収集・分析手順 
インタビュー内容は同意を得て IC レコー

ダーに録音し逐語録を作成する。 
本調査で焦点化する上記事項を表す文脈に関

する事項を抽出し,意味内容の連結・統合を図

り質的な分析を行う。 
 
（倫理面への配慮） 
事前に、研究代表者の所属研究機関の研究

倫理審査委員会の承諾を得て実施した。 
統括保健師へのインタビュー調査にあたって

は、協力の自由意志を尊重し、本研究による

調査自体が業務負担ならないよう配慮して行

う。調査対象となる保健師には、本研究の趣

旨を口頭及び文書を用い、研究協力を中断し

ても不利益のないこと、調査場所・時間は対

象者の都合を優先すること、録音データは逐

語録作成、分析終了後に消去すること、結果

の公表においては、個人や所属が特定される

ことの内容に留意することを伝え了解を得た。

また、所属長に対し文書にて研究協力依頼を

行い、研究協力に対する承諾を得た。 
千葉大学大学院看護学研究科倫理審査委員会

の承認（承認番号 28-37、平成 28 年 9 月 9
日）を得て実施した。  
 
D．研究結果 
1）分析対象事例 
（1）分析対象災害事例 
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医学中央雑誌 web 版を用い「災害」＆「保

健師」OR「災害」＆「保健活動」により抽出

した文献のうち、「派遣応援等の外部支援者

を持続的に受け入れて被災地の保健活動を実

施するに至った、被害規模の甚大な災害」に

該当する災害時の保健師活動に関する文献

36 事例から、さらに、統括的立場もしくは統

括保健師を補佐する保健師による記述やデー

タ抽出が可能な文献 11 事例と、災害活動報

告について自治体から発行されている報告書

の中から、統括的立場の保健師の活動の抽出

が可能な文献 3 事例の計 14 の文献 1-14）を

分析対象とした。 
文献レビューにあたっては、過去の災害時

のコンピテンシーに関する先行研究 15-18）
を参考に、Ａ「リーダーシップ」、Ｂ「情報知

識の形成と運用」、Ｃ「計画策定と推進」、Ｄ

「職員の健康安全管理」の 4 つのカテゴリー

で整理した。また、Ｂ「情報知識の形成と運

用」においては、『情報収集努力の指向力』、

『情報取集力』、『分析力』、『使用（活用）力』

のプロセスで細分化し項目の抽出、整理を図

った。 
（2）ヒアリング調査 
①対象事例 
派遣応援等の外部支援者を持続的に受け入

れて被災地の保健活動を実施するに至ったよ

うな被害規模の甚大な災害経験のある統括保

健師や、統括を補佐する役割を担った経験の

ある保健師 6 名である。対象者の統括保健師

の所属機関(自治体種別、配属)および統括保

健師の個人属性、統括保健師としての実態、

対応災害の種別などについては表 1 に示した。 
②調査実施時期 
平成 28 年 12 月～平成 29 年 1 月 

 
2）統括保健師に求められる情報管理と活用、

リーダーシップ 
文献および、ヒアリング調査の結果、抽出

された地域活動拠点別（本庁，保健所，市町

村，政令市）の統括保健師に求められる判断

および判断基準に必要となる情報の管理と活

用の実態に関する抽出結果の概要を以下に示

す。なお、抽出結果は資料１，２-1)，２-2)，
２-3)２-4)，３，４に示す。 
（1）地域活動拠点別の統括（補佐）保健師

に求められる判断 
①県型本庁，政令市本庁の共通 
・管轄する被災地全体（全県，全市）の状況

把握にもとづく派遣要請の判断 
（迅速な意思決定，保健活動の指令塔（トッ

プダウン），状況変化や地域格差に応じた判

断） 
・庁内各課、各係における役割遂行のための

連携体制の確立 
・中長期（復興期）を視野に入れた対策や支

援方法（地域資源，施策の活用など）の判断 
・派遣の終了についての判断

 
表 1 インタビュー調査対象統括保健師の災害時の実際 

事
例 
NO 

所属 個人属性 統括保健師＊としての実際 災害 

自治
体 

配属 職位 
年
齢 

PHN
勤務
年数 

立場 
統括経
験年数 

権限 
有無 

責任，役割，等 種別 

1 県 本庁 
副参
事 

47 23 統括 4 無 
・自治体保健師の統括 
・全県下の保健師活動統括 
・国・他都市、関係部署・機関調整 

地震 

2 県 本庁 主任 37 15 副 2 無 
・自治体統括保健師補佐 
・全県下の保健師活動統括 
・国・他都市、関係部署・機関調整（補佐） 

地震 

3 県 HC 主査 42 19 副 3 無 ・管内被災市町村（１市）の保健師統括への支援 地震 

4 県 HC 主幹 49 25 統括 4 無 
・保健所保健活動の統括 
・管内市町の保健活動支援 
・関係機関連携、調整 

水害 

5 
政令
市 

行政
区 

係長 47 24 統括 2 無 ・区の保健部門保健師統括 地震 

6 
市町
村 

市町
村 

主査 38 15 統括 2 無 ・保健福祉活動の統括 地震 

＊統括保健師の立場：自治体の分掌規定等不問，統括的な立場の保健師含む 
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②県型本庁 
・所管部署内の機能強化のため統括保健師を

補佐する保健師による機能強化体制 
（補佐の指名（発令）と統括に求められる機

能の分担） 
・迅速なマンパワー確保のための関係組織，

部署に対する派遣要請の手続きに係る判断 
③政令市本庁 
・主要関連会議への参画による保健活動に係

る判断 
④保健所 
・管轄市町村の保健活動状況の把握と、把握

結果に基づく必要な対策に関する判断 
・管轄市町村の主体的な活動の推進に必要な

方針に関する判断 
 （市町村統括補佐機能強化体制整備，市災

害対策本部への調整など） 
・専門的領域（こころのケア，歯科保健，薬

剤，感染症、栄養等）にかかる対策方針の判

断 
⑤市町村 
・地域資源の実態把握とその有効活用の判断 
・地域特性（平時）と避難所特性の関連性に

よる判断 
・地域特性（平時）と被害状況から支援内容

や必要量の想定（判断） 
・従事関連支援職に求める支援体制に関する

判断 
・地区活動を基盤にした活動方針に関する判

断 
・地域住民の立場に基づく支援ニーズの判断 
・支援従事者間のミーティング結果を踏まえ

た重点支援項目の判断と設定 
・被災地の中長期活動の推進のための専門家

や制度活用などの判断 
 （復興、住民の生活基盤の考慮） 
（2）地域活動拠点別の統括（補佐）保健師

の判断基準に必要となる情報の管理と活用の

実態 
①県型本庁，政令市本庁の共通 
・管轄する被災地全体の活動の効果的な推進

のための情報（活動状況）把握 
・全県（市）の対策の客観的・総合的判断や

地域へのフィードバックに活用するため、多

角的な視点で情報を把握 

・地域拠点，地域格差，経過をとらえた応援

等支援投入のための質的，量的な検討と調整

の実施 
・派遣保健師の派遣元自治体本庁等との総合

調整。ただし、具体的な支援レベルの調整に

ついては、地域の刻々と変化する状況の変化

に応じた調整が必要となるため、地域機関（保

健所、保健センター）に委ねる 
・災害対策本部、本庁内の関連部署間の情報

収集、管理、共有 
・全県（市）の活動のとりまとめ（活動検証，

報告集など） 
・研修（人材育成）への活用 
②県型本庁 
・被災市町村の実態把握、派遣収束の判断な

どのための管轄県保健所（拠点）を通じた調

査 
③保健所 
・甚大な被害の市町村にはアウトリーチによ

る状況把握、リエンゾン派遣による支援 
・調査方針の決定と調査データの分析、活用 
・調査集計、分析には地元大学などの協力を

得るなど地域資源の活用の有効性 
④保健所，市町村共通 
・多様な支援者との定期ミーティングの開催

による情報の集約、共有、活用 
・対策に関連する関係者会議の早期実施（再

開）による情報の共有と支援 
⑤市町村 
・めまぐるしい状況変化に応じた継続的な情

報の管理と活用（PDCA） 
・要支援者の把握と必要なケアや、サービス

の開始の検討や連携 
・管内の医療情報などを一覧にまとめ、住民

への情報提供に活用 
・調査結果に基づく個別支援台帳の作成と継

続支援への活用 
・保健医療福祉計画の策定の話し合いのデー

タとしての活用 
・被災者の健康管理システムの確立 
（個人カルテ，日報などの記録の指示・整備

と情報集約方針の決定・周知） 
・避難所施設代表者，災対本部，被災者代表，

救護班などとの連携による情報把握 
・感染症の予防対策の実施、発症兆候の把握
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や拡大防止  
・支援従事者とのミーティング等での情報共

有，皆で危機を乗り切るという機運の高揚 
 
3）統括保健師に求められる災害時の管理的

能力が発揮されるための体制及び育成に関す

る考え 
 災害時、統括保健師に求められる管理的能

力を発揮するために必要な体制や次期リーダ

ー育成を含めた人材育成に関する意見として

は、主に以下の内容が示された。 
（1）統括保健師に求められる能力が発揮さ

れるための体制 
①情報の管理・活用の側面 
・意思決定のために必要な情報が統括に集約

される体制 
②統括保健師に求められる体制 
・掌握すべき全体が把握でき、指示やマネジ

メントが可能なポジション 
・災害対策本部から必要な情報が得られる、

本部に対し意見を伝えられるポジションや仕

組み 
・統括保健師の位置づけが所属する部課係を

越えた調整ではない場合は、人を動かす力、

保健師の活動に対する一定の意思決定の権限

がある保健師 
・市町村の統括保健師のリーダーシップ 
・災害時、平時とは異なる体制で保健活動を

行うことの自治体，組織内での合意 
・統括保健師が求められる役割を遂行できる

ための組織的なバックアップ体制 
例：所属内での統括の補佐的役割の配置や役

割分担の明確化、自治体内の統括保健師間の

連携、統括保健師に対するスーパーバイザー

によるサポートなど 
（2）統括保健師に求められる能力を獲得す

るための人材育成に関する考え 
①保健師専門能力の向上（OJT） 
・初任期からの基本的な専門能力の着実な獲

得 
例： 
対人支援に関する基本的スキルと知識の向上、

地域診断、地区組織活動、情報収集・アセス

メント，PDCA に基づく事業展開等 
・国の示す施策等を地域の特性に応じて、効

果的に実践するための方策について考えるこ

とができる思考や実践能力 
・日々の業務を通じた組織内外関連部署、関

係機関、多職種などとの連携、交渉の経験 
・予算化，施策化に関する実践 
・情報の整理、適切な記録、資料化 
・事業，活動の目的の明確化と理解（根拠等） 
②災害時支援活動に関する研修等への反映す

ることが望ましいと考える内容 
・自治体関係各課，各部署の災害時の役割に

対する基本的な知識 
・災害支援に関わる法制度、自治体の責務な

どに関する知識 
・災害時支援に関わる多様な専門職やチーム

の特性，役割の理解 
・受援を想定した災害時保健活動体制構築と

統括保健師の具体的な役割の理解 
・実践に関わる演習訓練 
例： 
・災害後フェーズごとに統括保健師に求めら

れる役割、 
・多様な支援組織，職種等との協働支援の実

際等を学ぶことができる訓練 
・平時の備えの見直し、強化の参考となる情

報 
例： 
・最新の災害支援の実態や課題、提言 
・災害時を想定した自組織や地域に関する実

態把握や資料準備 
・受援体制・統括の位置づけを含めたマニュ

アル，ガイドラインなど 
 
E．考察  
1）災害時に統括保健師が取り扱う情報と情

報知識の形成と運用 
今回の調査結果から、災害時の保健活動推

進に際して、災害後の保健師に関する活動の

対策本部的な機能を求められる統括保健師は、

関係機関や現場の情報をもとに、応援要請な

ど自治体としての方針の決定、急を要する対

応などのための人の派遣、必要な物資の調達

や供給、情報の発信、現場における活動の調

整などを行うために情報を収集していた。自

治体の統括保健師が取扱う情報は、統括保健

師の属する管轄下（本庁：全県・市下，保健
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所：管内市町村，市町村：自治体全域）の地

域健康ニーズ、課題解決のための判断に求め

られる情報の収集であった。 
特に本庁においては県、政令市ともに、厚生

労働省や、派遣元自治体、保健所、市町村な

ど、多くの関係機関との調整を図る役割を担

っていることは先行研究 19）と同様の結果で

あった。 
情報収集の手段（方法）は、災害対策本部

などを通じて集約される被災地情報に加え、

本庁が求められる判断に要する情報収集のた

め、保健所を通じた市町村へのアウトリーチ、

保健所や市町村の統括保健師（もしくは統括

に相当する保健師）への電話などであった。

市町村では、具体的な支援活動に必要となる

情報の管理・運用に関する実施内容が抽出さ

れた。市町村の保健師は、直接的な住民支援

の第一線機関の役割を果たすことが期待され

るため、活動の推進やその判断に必要とする

情報の収集と管理・運用を実施していた。急

を要する多様な支援活動が期待される市町村

において、情報の集約と連携の面では、統括

保健師が直属の上司に情報収集結果、保健師

としての判断、活動報告などを随時実施して

おり、上司を経て市町村の災害対策本部へ、

これらの情報や結果が集約される縦のライン

がある。しかし、住民のヘルスニーズ、避難

実態、健康課題などの核となる必要な情報は

不足するため、直接的な関連部署、保健師な

どへのアウトリーチや、ヒアリングによる調

査の併用は不可欠であった。そのため、県の

保健所から市町村の統括保健師に対し、直接

情報収集を行う実態があり、その必要性の高

さが県庁、保健所の保健師から示された。一

方、自治体内組織の縦のラインと、統括など

の保健師間の横のラインの双方から、同様の

情報収集に応じることとなる市町村の統括保

健師としては、多忙を極める実態の中では非

常な負荷であることも指摘されていた。しか

し、被災地の情報は被害が甚大であるほど、

全容把握に時間を要すること、情報が流動的

であることなどの理由により、災対本部など

に集約されるラインからの情報には限界が生

じる。そのため、情報を得る、整理する、そ

の結果を市町村から保健所、保健所から本庁

へ、速やかに伝達するためにも、これらの統

括保健師に求められる機能を補佐する役割を

担う体制の強化が求められよう。吉井ら 20）
は、「災害直後は、状況をできるだけ客観的に

把握すること。一方で出先では参集の途上、

殺到する要請への対応で本部への報告どころ

ではないとう状況に陥る可能性が高く、本部

に集まる情報が不足することを想定しておく

必要がある。」と指摘し、災害時は情報の不足

を前提に補足するための多様な方策が必要と

している。さらに、「関係部局が災害対応のた

めに順次動き出す段階（フェーズ２）になる

と、中枢部が情報を集めていたのではオーバ

ーフローするため、各機関に情報を整理して

定時に報告させるルーティンを立ち上げると

ともに、重要な情報についてはできるだけ早

く本部に上げさせる「特急ルート」を確立し

ておく必要がある」と指摘する。今回の調査

においても、フェーズ 2 以降の時期では本庁

が、被災市町村の実態把握による総合調整を

目的に、管轄の県保健所（拠点）を通じた調

査を実施した事例があり、フェーズの変化に

応じて情報収集の方法を変更していた。また

その情報が経時的な対策の推進に有効な手段

であったこともインタビューにより裏付けら

れており、理に適った手法が統括保健師の判

断により実施されているといえよう。 
また今回の調査から、災害時の地域住民の

健康課題は、平常時の地域の健康課題を反映

するものであり、平常時の地域特性、すなわ

ち地域診断に基づく地域の理解が災害時保健

活動の推進の基盤となることも示された。宮

林 21）は、「リスク対処の阻害要因として、

組織における、日頃からの情報収集、調査、

データの構築の不足あるいは、それらへの新

しい状況に関する情報の反映の障がいがその

一因」と指摘している。特に、災害対策にお

いて最も住民に身近な立場で支援を行う市町

村や政令市保健センター（行政区）は、平常

時の管内全体の地域の健康課題、住民の気質、

地域の強みや脆弱性など、課題解決の方策の

検討を、所属する部署を越えた保健師間で協

議する取り組みが、災害時の重点課題の判断

などの基盤となることの裏付けとなる。その

ため、これらの情報を統括保健師のリーダー
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シップで、平時の業務分担を越えた、地域全

体の健康課題を含む地域診断の実施と、共有

が平時のみではなく、災害時の対策の推進に

も不可欠であることも明らかになった。 
 
2）災害時統括保健師に期待される機能発揮

のための体制や権限 
災害後の情報は時々刻々と変化し、錯綜す

る実態が生じるため、常に多方面からの情報

集約による総合的な判断を要し、統括保健師

の意思決定に必要な情報が、一元的に集約さ

れる体制の整備が必要であること示された。

亀井 22）はリスクの源泉は「自然や環境の変

化と人間との係りにあり、意思決定の稚拙や

決断の失敗にあると考えられる」と指摘して

いる。また、大泉 23）は、「危機管理チーム

のリーダーは組織において有力な地位にある

者が就任することが望ましい」とし、さらに

「状況を分析・評価し、その上で最善の方法

を選択し、それを実施・統制することであり、

チーム全体の活動を指揮し、適切な意思決定

をしていくことである。そのためリーダーは

プレッシャーの強い状況下でもその任務を遂

行できる能力を有し、トップ、すなわち、上

位判断を担う部署や上司などの信頼を得たも

のが望まれる。」と指摘する。今回の調査結果

においても、統括保健師の判断が組織として

の意思決定に反映され、健康課題解決の推進

に寄与するために、保健活動に関する一定の

権限を有する、あるいは、確実に反映される

体系の構築が重要であることが必要な要件で

あることが示された。 
 一方、統括保健師に求められる意思決定の

重責は、その判断への懸念や、心理的な負荷

も大きい。そのため、統括保健師の判断に対

し、第三者などの視点から、妥当性を確認す

ることや、意思決定への後押しとなる助言が

得られるような体制、統括の補佐的役割の人

材が不可欠であることがインタビュー調査で

明らかになった。その具体的な解決策として

は、統括の補佐的役割を果たす保健師の配置

を、本庁では過去の災害時本庁経験者や厚生

労働省などを通じた supervisor の活用、保

健所においては、保健所の地理や管轄市町村

に熟知し、管理的補佐が可能な被災保健所以

外の保健師による補佐、市町村においては市

町村内での補佐役割の強化、小規模な市町村

では県保健所保健師による補佐が有効かつ必

要性が高いことが明らかになった。大泉 24）
は、「サブリーダーの要件として、リーダーが

適切な意思決定を行うことができるよう、ま

たチームの運営が軌道から逸れないよう、側

面からリーダーを支援していくことが大きな

役割である。具体的には実際の行動が計画通

りに実行されているか、などを確認すること

である。なお、その支援はリーダーの考え方

に即したものでなければならない。」とする。

このような、統括を補佐する保健師の必要性

については、厚生労働省の報告書 25）におい

ても、「統括保健師がその役割を十分に果た

すためには、統括保健師を補佐する保健師を

位置づけることが有用であり、その確保が望

ましい」と、平常時から補佐役割の保健師の

重要性を示唆している。しかし、統括保健師

の配置は徐々にすすみつつあるが、市町村自

治体の配置は約半数 26）という現状である。

平常時の統括保健師の配置および統括保健師

を補佐する保健師の位置づけやその関係性が、

災害時の効果的な活動の推進に不可欠である

ことを認識した上で、統括配置の推進、およ

び災害時も想定した補佐を含む機能分化を考

慮した計画を充実させること、統括や補佐的

役割を担える人材育成の強化の必要性が高い。 
 
 
Ｆ．健康危険情報 
  なし 
 
Ｇ．研究発表 
なし 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
なし 
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資料１ 地域活動拠点別（本庁，保健所，市町村，政令市）の統括保健師に求められる情報管理と
活用 カテゴリーA：リーダーシップ 
 
                                   （数字）：引用文献、（ヒ）：インタビューデータ 

 
項目 

 

 
地域活動拠点別 抽出テータ 

カ テ
ゴ リ
ー 

サブカテゴリ
ー 

県 本庁 政令市 本庁 保健所 市町村 政令市（行政区，
センター） 

  
 
 
 
 
 
 

緊
急
事
案
へ
の
意
思
決
定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
市町村派遣要
請 
意思決定に対
するリーダー
シップ 
 

・被災地自治体保健師
からの派遣要請を受
け、同様の被害規模の
市町村からの派遣要
請判断を待たず本庁
において派遣要請決
定（部方針決定）。要
請必要数は未確定段
階ではあったが、要請
発信を早くすること
を優先した。（3） 
 
 
 
 

        

・被害がそれほどでも
ないと思われる市町
村から応援要請があ
り、被害が甚大な市町
村は不要と回答があ
った。直接問い合わ
せ、状況をとらえ、支
援活動の報告性を見
極め、適切な判断のも
とでの派遣要請が求
められる（14） 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
派遣要請の判
断，要請，緊急
手続き 

・県内応援保健師要請
の決定と手続きの迅
速対応のため、通常の
派遣要請発信元に許
可を得た上で、当部か
ら地域機関を通じ依
頼した。（3） 

・全容が見えずど
のくらいの体制を
とればよいのかつ
かめなかったが、
発災翌日に本省へ
「たくさんの派遣
保健師」を依頼し
た。（8） 

・管内の１市町村か
らの看護職応援要
請を受け、管内の他
の市町村の被害規
模、地元保健師の人
員や体制から、県外
派遣要請の必要性
が高いと思われる
という判断をし、そ
の情報を本庁統括
保健師へ連絡した。
（ヒ） 
 
 

・県へ看護職の派
遣要請を実施し
た。デイサービス
センターの看護
職強化の必要性、
前回の災害より
被害が大きく外
部支援が必要と
判断したため（7） 

・多忙を極め、
本庁の照会に対
し「とにかくた
くさんの派遣保
健師が欲しい」
とマンパワー要
求を強くオーダ
ーした。（8） 

・派遣調整を通じ、国
や他県の情報収集・提
供をはかり、県幹部と
の接触や、様々な関係
団体へ支援要請を行
った。（4） 

    ・町には２つの半
島と体育館のあ
る高台と家の残
っている地域が
あるので医療チ
ームは少なくと
も 4チームは必要
だと考えた。（5） 
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資料１ 地域活動拠点別（本庁，保健所，市町村，政令市）の統括保健師に求められる情報管理と

活用 カテゴリーA：リーダーシップ（つづき） 
 
項目 

 
地域活動拠点別 抽出テータ 

カ テ
ゴ リ
ー 

サブカテゴリ
― 

県 本庁 政令市 本庁 保健所 市町村 政令市（行政区，
センター） 

  
 
 
 

緊
急
事
案
へ
の
意
思
決
定
（
つ
づ
き
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・活動方針の
迅速な意思決
定,指示 
・上司（上層
部）への提言 

・トップダウン。「こ
ういう方針でいきま
しょう。」ということ
を、県から市町村に提
案しすすめた。（ヒ） 

・本庁出勤直後、
緊急会議が開催さ
れ、倒壊した病院
の患者救出を最優
先活動とし職員を
派遣、また９保健
所１支所の情報収
集とともに、保健
婦には避難所を巡
回し、負傷者の手
当て、要援護者へ
の健康相談を行う
よう指示をした。
（9） 

・管内市の統括的立
場の保健師が保健
活動方針について
判断がつきかねる
状況にあることが
わかったため、具体
的な方法などを提
示し、市の保健活動
が主体的にすすむ
ようバックアップ
した。（ヒ） 

・災害時の対応の
評価をいただき、
活動の何がよか
ったかを敢えて
挙げると、意思決
定が速かったこ
とがあるかもし
れない。（7） 

・地震発生直後、
区災害対策本部
の指示を受け避
難所に保健師を
配置し、直ちに
救護活動を開始
した。（10） 

  ・各区の取り組み
の経緯で判断する
部分もあるが、全
市の方針として本
庁のトップダウン
が求められること
が多い、また各区
の経過把握と、そ
の還元についても
意図的に取り組む
本庁のリーダーシ
ップが求められ
た。（ヒ） 

  ・小規模自治体の
ため、判断を求め
られることは、保
健師に一極集中
したため、それが
迅速な動きにつ
ながった。（ヒ） 

・震災３日後、
保健婦が揃い、
第一回保健婦ミ
ーティングを持
った。保健所の
活動，保健婦の
活動はどうある
べきかを話し合
った結果、医療
は応援医療チー
ムにお願いし、
保健婦は地域の
残っている住民
のため地区活動
に専念したいと
の声が多くあが
り、すぐに上司
への了解を得
て、保健活動に
専念する事にな
った。（11） 

  ・被災直後から混
乱が続く中、本庁
保健婦は雑務に追
われながらも保健
活動を指示する司
令塔としての役割
を担った。（9） 

  ・小さい自治体故
に住民の顔が見
えていたので、
（ケース処遇判
断において）予測
が立てやすかっ
た。（7） 

  

 

保
健
活
動
の
方
針
決
定 

 
 
 
 
活動方針・体
制の協議・決
定，合意形成 

      ・私（統括）は庁
舎に残って電話
対応と連絡調整
にあたることを
基本とし、村の保
健師 1 名と、県応
援保健師 2 名を
福祉避難所へ配
置した。（7） 

・活動を行う上
で、今一番困っ
ている人は誰
か、公衆衛生上
問題になること
は何かというこ
とを、地域住民
の立場で考え、
検討するように
努めた。（11） 
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資料１ 地域活動拠点別（本庁，保健所，市町村，政令市）の統括保健師に求められる情報管理と

活用 カテゴリーA：リーダーシップ（つづき） 
 
項目 

 
地域活動拠点別 抽出テータ 

カ テ
ゴ リ
ー 

サブカテゴリ
― 

県 本庁 政令市 本庁 保健所 市町村 政令市（行政区，
センター） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保
健
活
動
の
方
針
決
定
（
つ
づ
き
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
活動方針・体
制の協議・決
定，合意形成
（つづき） 

      ・町内に医療チー
ムをどのように
配置して 23 か所
ある避難所の巡
回診療をするか
という仕組みづ
くりに着手した。
（5） 

・派遣保健師の
支援が開始さ
れ、当区３課５
係の保健師とと
もに３ブロック
に分けた体制と
し、基本的に滞
在型の保健活動
としたが、数か
所の避難所を巡
回してもらうこ
と も あ っ た 。
（10） 

      ・混乱の中、けが
をされた方はデ
イサービスセン
ターへ行っても
らうようにした。
当日は祝日、デイ
サービスセンタ
ーが開いており、
看護師がいる日
であったことか
ら判断した。（7） 

・ミーティング
を持ち、幾度と
なく自分達の活
動の方向性を確
認し合い、各時
点での重点項目
を 設 定 し た 。
（11） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支援チーム等
の調整機能 
 

・派遣保健師の配置調
整は、災害経験のある
県保健師と相談し、状
況は刻々と変化する
ため、現地で行うほう
がよいと判断し保健
所へ任せた。（１） 

・日赤の救護班の
応援が得られ、被
害の大きい区等へ
派遣し、以降、救
護班などの派遣調
整、計画立案は本
庁の役割となっ
た。（9） 

・避難所である中学
校の一室に拠点を
開設、リハビリ、歯
科保健、健康運動、
栄養士、薬剤師、こ
ころのケアチーム
などが集結し、保健
師は地区活動制を
ひき避難所を巡回
した。（6） 

・県内応援保健師
が中心となって
庁内に看護チー
ム本部を設置。私
一人では荷が重
いので、それをサ
ポートする形で
本部を設置する
提言を保健所の
保健師より受け
た。（7） 

・派遣保健師は
規模の大きな避
難所を受け持
ち、市保健師は
他の避難所や、
在宅避難者を中
心に活動を行う
ことにした。活
動の連携を図る
ため「応援保健
婦、看護婦の活
動についてのお
願い」を作成し
周知した。（11） 

・派遣人数調整は本庁
で、活動調整は現地保
健所で実施すること
とした。（3） 

・総務、衛生、民
生、土木、住宅等
関係局によるボラ
ンティア活動に関
する会議が開催さ
れ衛生局代表とし
て出席、以後、医
療職ボランティア
の派遣計画を担
う。（9） 

・保健所の市への支
援体制として、被災
3 日目～5 月までは
毎日、6 月からは日
曜は休み、7 月から
は土日休み、10 月
からは週 3 日の支
援の継続、保健課の
保健師、栄養士、事
務などは 2 人体制
をつくり 6 月から
は一人体制にシフ
トした。（6） 

  ・社会的ネット
ワーク機能が低
下する中で、問
題を集約し、解
決に向けたマン
パワーを有効活
用するコーディ
ネイトをはかっ
た。（13） 
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資料１ 地域活動拠点別（本庁，保健所，市町村，政令市）の統括保健師に求められる情報管理と

活用 カテゴリーA：リーダーシップ（つづき） 
 
項目 

 
地域活動拠点別 抽出テータ 

カ テ
ゴ リ
ー 

サブカテゴリ
― 

県 本庁 政令市 本庁 保健所 市町村 政令市（行政区，
センター） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保
活
動
の
方
針
決
定
（
つ
づ
き
） 

 
 
支援チーム等
の 調 整 機 能
（つづき） 

  ・全国派遣保健師
を得ることにな
り、保健所（区）
を拠点とした保健
活動の支援を担っ
てもらうべく本庁
での調整を行っ
た。（9） 

・福祉避難所は看護
師や介護職の応援
で手厚くし、一般避
難所は 100 人以上
の規模で保健師常
駐、それ以下の規模
の避難所は巡回し
た（１） 

    

 
 
 
 
 
情報共有体制
整備ミーティ
ング 

    ・避難所対応を派遣
保健師へ一任する
と、市保健師が避難
所全容がわからな
くなるため、週 3
回ミーティングを
開催し、市の保健師
にも参加を呼びか
け、情報を共有する
体制をとった。（1） 

・看護チーム本部
では医療チーム
とのミーティン
グを日に 2 回、看
護職とのミーテ
ィングを日に 1
回実施。日替わり
の派遣保健師へ
のオリエンテー
ション、福祉避難
所への人の手配
（7） 

・医療、こころ
のケア、運動指
導チームなどの
支援も加わった
事から朝夕合同
ミーティングで
各チームと情報
共有および連絡
調整を図った。
（10） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要援護者対策 
 

      ・高齢の方、認知
症の方、障がいを
持っている方、身
体が弱い方など
もデイサービス
センターへ集め
るようにした。前
回の災害経験か
ら、手のかかりそ
うな方を１か所
に集めるほうが
よいと判断した
から。（7） 

・救護班の配置
ができ、地区活
動に重点を移す
ことができた。
被災前から把握
していた在宅ね
たきり者の安否
確認、活動性肺
結核患者の受療
状況確認、各避
難所の高齢者・
障がい者・慢性
疾患患者・乳幼
児の健康状態把
握から取り組ん
だ。（12） 

      ・看護チーム本部
に入る様々な情
報で判断に迷う
ことは私（統括）
へ回してもらっ
た。日頃住民の健
康状態を把握し
ていたので適切
なアドバイスが
可能であった。
（7） 

  

      ・避難所体育館
は、体調の悪い人
が会議室に集ま
り養護教諭が 1
人で対応してい
たのでそこを救
護室にすること
とした。（5） 
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資料１ 地域活動拠点別（本庁，保健所，市町村，政令市）の統括保健師に求められる情報管理と

活用 カテゴリーA：リーダーシップ（つづき） 
 
項目 

 
地域活動拠点別 抽出テータ 

カ テ
ゴ リ
ー 

サブカテゴリ
― 

県 本庁 政令市 本庁 保健所 市町村 政令市（行政区，
センター） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保
健
活
動
の
体
制
づ
く
り 

 
 
 
 
 
 
本庁統括保健
師 
機能強化体制
整備 

・本庁の機能強化のた
め国へ災害保健のス
ーパーバイザ―によ
る現地指導の要請（3） 
 
 

        

・県庁の機能強化のた
め、県庁災害調整経験
保健師の応援体制を
実施（3） 
 
 

        

・プレゼン資料をまと
めるななど事務的に
やってもらうのは事
務職の配置でもいい
と思うけれど、統括と
しての本部機能、自分
を支えてもらうため
の体制がかなり要る。
（ヒ） 
 
 

        

 
 
本庁内関係部
署連携体制整
備 

・県庁は、県災害対策
本部の設置とともに、
各部、各課の役割を遂
行するために連携体
制を整える。（2） 
 
 

        

 
 
活動物品整備 
関係各課役割
分担 

・防災計画、マニュア
ル、各種様式類の準備
とともに、課・係内で
役割を遂行するため
の連携体制を整える。
（2） 
 
 

・派遣保健師等チ
ームの派遣要請の
調整や区の活動が
うまくいくよう、
衛生備品等の物資
の調達、環境整備
の支援（8） 

      

被災保健所 
統括保健師機
能強化 

・被害の大きな地域を
所管する保健所に対
し、県保健師を兼務配
置した。（2） 
 
 

  ・中越地震時の経験
があるため、4 日目
からほぼ毎日保健
所統括保健師補佐
を担った。（1） 

    

 
 
 
 
 
被災保健所 
機能強化 
 

・被害の大きな地域の
支援体制強化の必要
性から、所管する保健
所に対し保健師を兼
務配置した。（2） 
 
 

・比較的被害の少
ない保健所に被災
６区への保健婦の
応援を依頼した。
（9） 

      

・拠点となる保健所を
強化するため、県保健
所から拠点での勤務
経験者や、災害支援経
験者を支援スタッフ
として送り機能を強
化した（１） 
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資料１ 地域活動拠点別（本庁，保健所，市町村，政令市）の統括保健師に求められる情報管理と

活用 カテゴリーA：リーダーシップ（つづき） 
 
項目 

 
地域活動拠点別 抽出テータ 

カ テ
ゴ リ
ー 

サブカテゴリ
― 

県 本庁 政令市 本庁 保健所 市町村 政令市（行政区，
センター） 

 

保
健
活
動
の
体
制
づ
く
り
（
つ
づ
き
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
被災市町村統
括保健師機能
強化 
（県によるリ
エゾン派遣支
援） 

・県保健所と被災市町
村の調整窓口として
被災市町村へ県保健
師を１名以上配置（役
割①派遣保健師と派
遣先市町村との調整、
②こころのケアチー
ム、栄養指導等の調整
③避難所における保
健活動への助言・支援
④全戸訪問による健
康状況調査および老
人世帯調査の集計お
よびまとめ⑤当該市
町村における保健活
動計画立案への助言、
支援）（2） 

  ・派遣保健師が増加
することから、保健
所保健師が、市保健
支援チームの統括
調整役を担うこと
になった。（6） 
・震災経験のある派
遣自治体に市町村
の統括補佐役割を
依頼したが、受援し
た保健師は、ストレ
スが大きい実態が
あった。知らない保
健師からの助言が、
自身のない保健師
には厳しい指摘と
なりつらく受け止
められてしまった。
あとから、保健所保
健師の支援がほし
かったと言われ、市
町村統括支援には、
経験自治体を優先
するよりも、地元の
保健所がある程度
の役割を担うこと
が重要。（ヒ） 

・保健所から看護
チームを補佐し
てくれるチーム
の提案を受けた
事はありがたか
った（ヒ） 

  

 
 
 
被災市町村支
援 
外部支援者と
の協働活動体
制 

  ・災害というのは、
いろんな問題が一
気にわっと出てき
て、すき間的なと
ころの対応ができ
る人がいなければ
いけない。そのた
めには、すき間を
やれるような地区
担制による活動が
重要（ヒ） 

・医療チームやここ
ろのケアチーム派
遣も順次入ってき
たので市町村と協
議し活動地区を割
り振る。（5） 

・派遣保健師には
ハイリスクな方
の訪問からはじ
めて、全戸訪問、
仮設住宅訪問、そ
して全体のまと
めまでしてもら
った（7） 

  

 

戦
略
的
な
企
画
立
案
力 

 
 
 
 
 
中長期ビジョ
ンに対するリ
ーダーシップ 

・方針を示す、動きを
おこす役割が統括に
はある。上層部の指示
を待っている、指示の
通り調整するだけで
はだめ。保健師の統括
として判断し、必要な
意見を提示、説得する
ことも必要になる。
（ヒ） 

・派遣終了の４月
以降は避難所から
仮設住宅へと環境
がめまぐるしく変
化し、健康面への
影響も心配される
時期であった。そ
のため、上司に継
続した保健活動が
必要であることを
粘り強く訴え続
け、厚生省の理解
も得られ、保健師
の派遣が継続され
ることになり、仮
設住宅の巡回健康
相談を中心に活動
した。（9） 

・保健所リーダー保
健師には、災害医療
で医師会、歯科医師
会など様々な団体
と協議する場があ
り、計画策定にも参
画するので、そうい
うところに積極的
に入っていき、そこ
で得た情報をスタ
ッフにも伝えると
いう役割も期待す
る（４） 
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資料１ 地域活動拠点別（本庁，保健所，市町村，政令市）の統括保健師に求められる情報管理と

活用 カテゴリーA：リーダーシップ（つづき） 
 
項目 

 
地域活動拠点別 抽出テータ 

カ テ
ゴ リ
ー 

サブカテゴリ
― 

県 本庁 政令市 本庁 保健所 市町村 政令市（行政区，
センター） 

 

ス
タ
ッ
フ
の
士
気
醸
成･

気
持
ち
の
共
有 

      ・スタッフの意見や
思いは多様で難し
い面はあるが、そこ
を受けとめながら、
うまくマネジメン
トするのが統括保
健師の役割（ヒ） 

  ・震災翌日、応
援団体と人が一
気に増え、個々
では調整がつか
ず、統制もとれ
ない状況になっ
た。皆が初対面
である上に正確
かつ総合的情報
が全く入らず、
各救護班に対し
的確な指示を与
えられない状態
となったため、
ローソクと懐中
電灯の灯りのも
と、全員で立っ
たままミーティ
ングを行った。
双方から問題点
を提起し、積極
的な提案、協調、
合意ができ、こ
の危機を皆で乗
り越えようとす
る機運が高まっ
た。（12） 
  

長
期
的
視
点 

 
 
 
 
 
 
 
外部支援の収
束と活動対策
の再構築 

    ・こころのケアチー
ムと、保健所で情報
交換をしたところ、
いずれは地区医師
に引き継がなけれ
ばいけないと指摘
され、地元精神病
院、クリニック医師
と医療ケースワー
カー、こころのケア
チーム、市町の保健
師、児童相談所職
員、県精神保健セン
ターと定期的に情
報交換を実施。ま
た、被災地保健所と
被害の大きかった
町にも「震災こころ
の相談室」を設置し
た。（5） 

    

 
 
 
活動検証，総
括 

・派遣保健師の終了・
交代時期にあわせ、活
動のふりかえり、意見
交換の必要性から中
間活動報告会を企画
（３） 
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資料１ 地域活動拠点別（本庁，保健所，市町村，政令市）の統括保健師に求められる情報管理と

活用 カテゴリーA：リーダーシップ（つづき） 
 
項目 

 
地域活動拠点別 抽出テータ 

カ テ
ゴ リ
ー 

サブカテゴリ
― 

県 本庁 政令市 本庁 保健所 市町村 政令市（行政区，
センター） 

人
材
育
成
等 

  ・平時に、マニュアル
作成、訓練や活動をし
ながら、マニュアルを
検証し改善していく
という PDCA を本
庁、保健所、市町村と
ともに進めている。
（４） 

  ・災害の体験を踏ま
え市町村で役立つ
マニュアルが整理
されている。保健師
の平時の活動体制
と災害時にはこう
いう組織体制にな
るというのがつく
られていて、自分た
ちはこう動くし、ど
こからどういう支
援がもらえるか、医
師会含め、外部支援
まで具体的な組織
まで書かれている
マニュアル。全体を
見て、今、自分が何
をするかがわかる
マニュアルが有効。
（ヒ） 
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資料２-１ 地域活動拠点別（本庁，保健所，市町村，政令市）の統括保健師に求められる情報管理
と活用 カテゴリーB：情報知識の形成と運用 情報収集努力の指向力 
 
情報収集
目的 
求められ
る判断 

地域活動拠点別 データ 

県 本庁 政令市 本庁   保健所  市町村  政令市（行政区，セン
ター） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（直後） 
被災地状
況把握 
派遣要請
判断 

・保健所を通し、被災
市町村の被災および
対応状況を把握し、派
遣など外部支援が必
要かどうか客観的に
判断した上で、国や県
内市町村、関係機関へ
要請する。被災地では
混乱が生じ的確な判
断ができにくい場合
もあるので、多角的な
視点で客観的にその
必要性を判断し、被災
地が共通認識を持て
るよう他機関をとお
し働きかけていく。
（2） 

・保健師の統括となる
課では、避難所数など
の情報収集をしまし
たが、停電の上、電話
もつながりにくい状
態でした。何とかつな
がった電話や携帯の
ワンセグから断片的
な情報がかろうじて
得られただけ。当初は
全体像がまったくわ
かりませんでした。
（8） 

・災対本部情報は数や
量の問題、どこにどう
いうニーズがあるのか
の質の問題は全くわか
らない。ニーズの想定
には、地域の実情をわ
かっている市町村保健
師が重要。こういう地
域だから、こういう人
がいるはずという情
報、もともとそういう
活動をしている保健師
にしか把握できない保
健活動に必要な情報が
有益。市町村に統括の
明確化がなくても、あ
る程度ポストとか、取
りまとめレベルでも、
まとめ役になると思わ
れる立場の保健師に情
報を問い合わせるしか
ない。（ヒ） 

・住民の安否確認は発
災後すぐ役場職員が
実施（7） 

  

・被害状況の早期把
握、派遣要請の判断の
ための被害状況把握
の必要性から関連部
署、所管課へ状況確認
（3） 

・市内全保健所の情報
収集する、しかし電話
回線が混乱している
ため各保健所との連
絡は困難を極めた。
（9） 

・今すべきこと、どん
な情報収集をしなけれ
ばならないかはガイド
ラインを活用し、ガイ
ドラインに記載されて
いる項目の把握を行っ
た。（ヒ） 

    

・県庁内は平時、本来
業務以外に部を越え
て活動を行う機会は
少なくその必要性の
認識も低いため、意図
的に情報のやりとり
を行う必要がある。
（2） 
 

・関連部署からの情報
と、断片的に得られる
情報から総合的に判
断する困難さがある。
（ヒ） 

      

・派遣の必要性、時期
等、常に先の事を問わ
れる。総合的な情報判
断（活動、人材活用、
支援終了など）が求め
られるため、今後の方
針、判断のために必要
な情報、特に被害状況
として避難所数、自治
体保健師の稼働状況、
地元保健師のニーズ
に関する情報を収集
する（ヒ） 
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資料２-１ 地域活動拠点別（本庁，保健所，市町村，政令市）の統括保健師に求められる情報管理

と活用 カテゴリーB：情報知識の形成と運用 情報収集努力の指向力（つづき） 
 
情報収集
目的 
求められ
る判断 

地域活動拠点別 データ 

県 本庁 政令市 本庁   保健所  市町村  政令市（行政区，セン
ター） 

 
 
 
 
 
活動方針
（中長期
含む）の
検討 

・数日経過すると、地
域間の格差も出てく
る。どんな健康ニーズ
があるのか、それに対
してどのような活動
が展開されているの
か把握する。（2） 

        

・被災市町村における
保健活動の状況を把
握し、今後の方向性お
よび活動検討の基礎
資料とすることを目
的に、１週間ごとに調
査を実施（保健所によ
る市町村への聞き取
り、もしくは市町村に
よる直接回答）（２） 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
避難所の
状況把握 

    ・避難所の実態という
か、中身を捉えている
ので、何か所開設して
いるとか、何人とか、
いつまで継続するの
か、などという情報だ
けではなく、むしろ、
どこに支援が必要か、
ということが大事にな
る。だから、そこをわ
かる情報、避難所に避
難している要援護者、
衛生状態や生活実態を
含む情報を捉えてい
く。（ヒ） 

・市町村の保健師と県
応援保健師にも加わ
ってもらい一般避難
所の安否確認を実施。
（7） 

・発災直後から市の地
域防災計画に基づき
避難所の開設・運営要
員として24時間常駐
し物資手配、配布、災
対本部連絡任務にあ
たったが、次々と立ち
上がる避難所に保健
師などの専門職が入
るとは限らず、避難所
の健康面の全容を把
握しなければと考え、
各避難所に保健師を
滞在させる形に変え
た。その結果、避難所
ごとに地区の人口構
成が反映し、たとえば
子どもの多い地区で
は粉ミルクなどのニ
ーズがある、高齢化の
進行した地区では慢
性疾患の薬のニーズ
が高いなどの状況把
握ができた。（8） 

 
 
 
 
 
 
住民（要
支援者）
把握 

    ・市と保健所など保健
支援チームを支える関
係者は毎日打ち合わせ
を行い、全戸訪問もス
タートさせた。何より
も住民のこころに寄り
添い傾聴することを要
請し、要支援者を把握
し、適切なケアに結び
付けることができるよ
うに配慮した（6） 

・震災後、血圧が高い、
精神的に不安定、免疫
力の低下、認知症の相
談の増加が増えたよ
うに思い、今年になっ
て（1 年後）全世帯を
対象とした健康のア
ンケート調査を実施
した（7） 

・在宅被災者の状況確
認のため派遣保健師
チーム、地域包括支援
センター職員の協力
を得て地区踏査（在宅
被災者訪問）を実施し
た。（10） 

    ・調査は保健師の訪問
による安否確認と、安
心を与えることも目的
である（1） 
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資料２-１ 地域活動拠点別（本庁，保健所，市町村，政令市）の統括保健師に求められる情報管理

と活用 カテゴリーB：情報知識の形成と運用 情報収集努力の指向力（つづき） 
情報収集
目的 
求められ
る判断 

地域活動拠点別 データ 

県 本庁 政令市 本庁   保健所  市町村  政令市（行政区，セン
ター） 

 
 
 
 
避難所 
感染症対
策 

        ・水痘が２か所（避難
所）で４人発生したと
の情報を得、感染拡大
を懸念してその避難
所内の６歳未満の乳
幼児に対する健康調
査を派遣保健師の協
力を得て実施し感染
予防に努めた。（11） 

その他 ・問い合わせや指示、
統括の対応状況の実
際について、事務職へ
経時記録を残すよう
に依頼した。（ヒ） 

  ・保健師間においても、
なぜ、その情報が必要
かという共通理解が必
要。必要な情報が示さ
れたマニュアルがあ
り、そこで示す内容の
具体的なことが理解で
きる研修が、平時から
実施されていれば、何
が必要なのかわかるよ
うになる。（ヒ） 

    

・健康相談や報告の様
式は県のガイドライ
ンを活用した。（1） 
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資料２-２ 地域活動拠点別（本庁，保健所，市町村，政令市）の統括保健師に求められる情報管理
と活用 カテゴリーB：2） 情報知識の形成と運用 情報収集力 
 
情 報 収
集 の 手
段，入手
先 

地域活動拠点別 データ 

県 本庁 政令市 本庁   保健所  市町村  政令市（行政区，セン
ター） 

 
災 害 対
策本部 

・本庁内災害対策本部
に計上される情報の
把握、所属上司を通じ
て（ヒ） 

  ・市災害対策本部に
出向き、避難所住民
の健康状況を把握す
る調整をした。（6） 

  ・病院の被災状況を公
衆電話で確認しようと
したが不通だった。区
災害対策本部で避難所
の場所と避難所数を書
き写す 
（12） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア ウ ト
リーチ 

・現地情報が入らない
ところは、出向いて確
認、支援が必要と、部
方針で決定し、現地安
否確認チームの派遣
を決定。本庁からのチ
ーム、最寄り保健所か
らのチームの派遣、被
災地自治体の応急対
応体制、現地被災状況
等の確認を目的とす
る。（３） 

・垣間見るテレビは
火災報道ばかりであ
り、唯一の情報源は、
次々出勤してくる職
員の捉えただった。
（9） 

・管内市町村との通
信手段が遮断したの
で、状況確認のため
各役場や避難所に出
向くところから始め
た。（5） 

  ・大規模避難所２か所
へ車と徒歩組の二手に
分かれて状況調査 
（12） 

・毎日の情報が日報と
いう紙でくるだけで
はなくて、直接、被災
地の保健所や市町村
の現地へ出向かない
と、実態というところ
が捉えづらいし、判断
のためにも現地の声
を直接聞いて確認が
できます。（ヒ） 

  ・各避難所には市の
担当者がいるため派
遣保健師にはそこと
連携するように強調
した。（1） 

    

 
 
 
 
調査 (訪
問 活 動
含む） 

    ・調査には労力がか
かるので、まず被害
の大きい地区を対象
に開始し、被害の小
さい地区は地元町内
会長さんや市の保健
師から情報を集め
た。（1） 

・薬が必要な人、透析や
輸血治療が必要な人、精
神疾患の人への対応も
必要だったので、福祉係
りなども一緒に避難所
を回って病院へつなぐ
などした。（5） 

  

    ・仮設住宅建設以降
は、新規入居のつど、
全戸訪問調査を行っ
た。（5） 

    

 
 
 
各 種 記
録 
FAX 

・活動報告様式を示し
て、情報収集にあた
り、可能であれば現地
へ出向く。現地は混乱
し多忙を極め、記録を
残すことに抵抗を示
すかもしれないが、そ
の必要性について理
解を求め協力を得ら
れるようにする。その
情報を基に、被災地に
おける支援活動量や
内容を算定し、行政の
みならず関係団体の
協力を得るように働
きかける。（２） 

  ・日報の記載と FAX
を依頼し情報収集し
た（1） 

・避難所の看護職が健康
相談を実施し、健康相談
票に気になることを記
入してもらい、その表を
すべて看護チーム本部
へあげてもらうように
したので、本部にいなが
ら個々人の相談の状況
が把握できた。（7） 

・情報の共有について
は、個人カルテ、避難
所別集約日報を作成
し、各救護班が責任を
持って記録、保健所が
報告を受ける。（12） 



 

25 
 

資料２-２ 地域活動拠点別（本庁，保健所，市町村，政令市）の統括保健師に求められる情報管理

と活用 カテゴリーB：情報知識の形成と運用 情報収集力（つづき） 
 
情 報 収
集 の 手
段，入手
先 

地域活動拠点別 データ 

県 本庁 政令市 本庁   保健所  市町村  政令市（行政区，セン
ター） 

 
 
会議 

    ・定例開催していた
精神保健福祉担当者
等連絡会が、精神保
健福祉センターの尽
力で早期再開し、管
内の精神保健福祉関
係者の情報共有を図
っている。（6） 

    

 
 
 
担 当 者
(部署)連
絡 

・被害規模が大きいほ
ど、本庁では実態がわ
からなくなるため、毎
日、市町村支援を担う
保健所統括保健師と
電話によるディスカ
ッションを行った。詳
細な情報の把握と、今
後の方向性の判断や
確認に活かした 。
（ヒ） 

・災対本部へ出席す
る上司からの情報だ
けでは必要な判断に
は不足する。直接各
区への連絡と、得る
必要のある情報の掌
握部署の人的ネット
ワークの活用も必
要。本部情報との、
このような情報の双
方が必要。（ヒ） 

・健康ニーズなどソ
フトの課題は縦（災
対本部）情報だけで
はわからない。横（ヘ
ルス部署，保健師）
の情報が重要かつ必
要。複数の箇所（縦，
横ライン）から頻回
に確認する（ヒ） 

  ・避難所の施設代表，
対策本部，被災者代表，
救護班と十分連携を持
ち現状を把握（13） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その他 

    ・市町村保健師も情
報がなく、入手でき
た情報が入手先ごと
の異なったり、時間
の経過による変化な
どでも、実態とは異
なることが多い事実
を想定した上で、本
部情報以外にも、直
接市町村保健師に確
認する、活動に参加
する、関係者の話を
聞くなどの多方面か
ら情報を得ること、
情報の変化に対し、
継続的に把握する必
要がある（ヒ） 

・うまく情報をつなげな
がら、全体が動くよう
な、そういう権限とか、
情報の集まり方が統括
にいく仕組みが重要。
（ヒ） 

  

      ・さまざまな外部支援組
織や職種に関する、情報
の流れの理解がないと、
調整がしにくい。（ヒ） 
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資料２-３ 地域活動拠点別（本庁，保健所，市町村，政令市）の統括保健師に求められる情報管理
と活用 カテゴリーB：情報知識の形成と運用 分析力 

 
項目 地域活動拠点別 データ 

県 本庁 政令市 本庁   保健所  市町村  政令市（行政区，セン
ター） 

住民健康
課題の明
確化 

・各種報告様式を示
して情報収集にあ
たり、その情報を基
に、支援活動量や内
容を算定し、行政、
各種関係団体の協
力を得るよう働き
かける。（２） 

  ・調査集計・分析は地
元大学の支援を受け
市民基礎健康データ
として８５％把握で

きた。（6） 

・震災直後から介護保
険の申請が増加した。 
避難所などで暮らしが
変わったこと、認知症
の症状が出現したこと
等があると思う。（ヒ） 

・プレハブ仮設住宅住
民を対象とした、大学
と共同の健康調査を
９月に実施した。ソー
シャルキャピタルが
高いと睡眠障害が低
い傾向や、震災後、飲
酒量の増加などがみ
られ、個別支援のほか
にポピュレーション
アプローチが必要。

（10） 
       ・派遣保健師の「気に

なるケース」や「避難
所の状況」のアセスメ
ント結果を、地元保健
師に報告。報告を受け
た、個別ケースは、区
保健師がさらに深く
アセスメントし、必要
な措置につなげた。

（8） 
保健活動
方針、 
優先順位
の検討 

・日報、週報を統括
がアセスメントを
して、今後こういう
方向性だろうとい
うことを判断し、上
司へ上げる。優先順
位もその過程で整
理する。（ヒ） 

  ・どう戻していくか、
どう地域へ帰してい
くかということを、意
識しなければいけな
い。それができている
かどうかを他職種と
かサービスについて、
モニタリングは要る。

（ヒ） 

    

その他 ・統括と一緒にしゃ
べる相手というか、
判断やマネジメン
トするときに、もう
一人補佐的な役割
を担う保健師の配
置が絶対に必要で
あった。そのため、
前回の災害時の本
庁経験保健師に応
援してもらった。

（ヒ） 
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資料２-３ 地域活動拠点別（本庁，保健所，市町村，政令市）の統括保健師に求められる情報管理
と活用 カテゴリーB：情報知識の形成と運用 使用力(活用力） 
 
項目 地域活動拠点別 データ 

県 本庁 政令市 本庁   保健所  市町村  政令市（行政区，セン
ター） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

課 題 解
決 の た
め の 上
司，上層
部 等 へ
の提言 

・得た情報を用い、課
題解決の意思決定や
実施判断の担当組織
は部になります。部の
中で、例えば総務課の
窓口であれば、福祉保
健課の課長が、そのス
タッフになるわけだ
から、課長に話しをし
て上げてもらう。課長
の判断で統括に対し、
「部へ説明に行くか
ら一緒に来い。」と指
示があれば、統括保健
師も会議へ動向し、直
接説明することもあ

る。（ヒ） 

・派遣保健師によるニ
ーズ把握の結果を集
約して、災害対策本部
へ伝達する役割を果

たした。（8） 

  ・夜間は住民の安否確
認集計や県への報告
などに追われていた。

（7） 

・避難所を中心に物資
や情報が流れていた
ため、在宅地域住民か
ら不満の声が上がっ
てきた。区災対本部へ
連絡し改善を図った。

（11） 

・上層部から実態にそ
ぐわない指示が降り
てきた際は、判断して
「待ってください。」
と、上に対して説明，
説得するのが統括の
役割。もし、上からの
望ましくない指示を、
機械的に地域へ指示
をおろしていったら、
絶対現場はパンクす
るし、動かない。信頼
関係も損なわれる。

（ヒ） 

    ・直後の混乱時期など
は、様々な判断に対
し、全て細かな確認，
指示を得ることには
限界がある。健康面に
関する専門性が求め
られる事項に関して
は、保健師として判断
し、その結果事後報告
となることも多い。そ
のため、他部署課長か
ら「勝手な事をして」
と言われた事もある。
しかし、課長も「それ
が不適切だとは思っ
ていないが、形式上、
本部主導ではないた
め、嫌味も言った」の
が実態。そのため以降
は、事後報告であって
も、意図的に課長に対
し情報を出すように
したらクレームもな
くなった。（ヒ） 

  

 
 

関係者
間での
情報共
有によ
る対策
の推進 

    ・保健所でミーティン
グを実施し、集まった
報告を市町村の保健師
につなぐという連絡役

を担った。（5） 

・具体的な診療方法に
ついても話し合いが
必要だったので、夜
中、自衛隊の救急車で
町立病院へ行き、各避
難所の情報共有や調
整をした。悲惨な状況
の中で生き残った命
を死なせてはならな
いという思いで動い

た。（5） 

・保健師の訪問、相談
などで把握したケー
スをこころのケアチ
ームや医療チームな
どと連携して支援し

た。（10） 
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資料２-３ 地域活動拠点別（本庁，保健所，市町村，政令市）の統括保健師に求められる情報管理

と活用 カテゴリーB：情報知識の形成と運用 使用力(活用力）（つづき） 
項目 地域活動拠点別 データ 

県 本庁 政令市 本庁   保健所  市町村  政令市（行政区，セン
ター） 

 
 
 
 
 

関係者
間での
情報共
有によ
る対策
の推進
（つづ
き） 

    ・医療、こころのケア
チームの保健所合同ミ
ーティングに市町村保
健師も入ってもらう

（5） 

    

    ・保健師間の情報共有
の場（5） 

    

    市町村の情報を一元的
に集約し、かつ市町村
への情報提供も行っ
た。ここでの情報共有
が有効な活動につなが
ったと思う。（5） 

    

    ・市町村地域保健担当
者連絡会の再開。（5） 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域，個
別健康
課題解
決 

    ・11 月に 2 回目の健
康・生活調査を実施、
こころのケアの重要性
がさらに深まったため
自死遺族に加え大切な
人をなくされた遺族の
ケアとしてサロンを月
1 回スタートさせた。

（6） 

  ・派遣保健師の「気に
なるケース」や「避難
所の状況」のアセスメ
ント結果を環境面等
の課題は対策に反映
させるという仕組み
ができていった。避難
所は悲惨な被害を受
けた人が多く、派遣保
健師と連携し、こころ
のケアチームや児童
相談所につなげたり
個別フォローした。

（8） 
   ・住民の生活を支えて

いく医療・福祉・介護
間の情報ネットワーク
として関係機関が一同
に介する「包括ケア連
絡会」を開催した。6 月
まで月 2 回、その後は
毎月1回継続開催。（6） 

  ・避難所は、高齢者や
障害者にとって療養
介護環境は限界であ
ったため、必要な人に
対して施設入所をす

すめた（12） 

    ・糖尿病、低たんぱく、
調製食などの食の問題
は管理栄養士へこころ
のケアはケアチーム
に、高齢者は地域包括
支援センター、介護保
険未申請の方や、障が
い者は生活支援センタ
ーへつなぎ調整をして

もらった。（1） 

  ・関係者と連絡調整
し、入浴困難者へ入浴
サービスの情報を提

供（13） 

        ・医療機関が大きな損
害を受けており治療
中断者がいるのでは
ないかと予測し、再
発、悪化予防のため、
現在開業している医
療機関名簿を持って
安否確認、受診勧奨を

行った。（11） 
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資料２-４ 地域活動拠点別（本庁，保健所，市町村，政令市）の統括保健師に求められる情報管理

と活用 カテゴリーB：情報知識の形成と運用 使用力(活用力）（つづき） 
項目 地域活動拠点別 データ 

県 本庁 政令市 本庁   保健所  市町村  政令市（行政区，セン
ター） 

台帳整
備 

復興計
画 

    ・調査結果は、現在も
保健医療福祉活動に活
かされ、支援者台帳整
備やこれを踏まえた保
健医療福祉復興計画の
協議が行われている。

（6） 

    

住民へ
の情報
提供 

        ・保健所だよりの発行
による情報提供（13） 

        ・派遣保健師のバック
アップが得られ、広報
活動を担当していた
だき、保健所ニュース
を発行。初めは避難
所、のちに浴場等人の
集まる所へボランテ
ィアの協力を得て配

布（11） 
活動報
告、提言 

・保健所などと連携を
とりながら活動の分
析、評価を積極的にす
すめ、報告集にまとめ
る。関係者の研修に活
用するなど体験をよ
り広く伝え、災害に対
する啓発の機会とす

る。（2） 

  ・保健師が日々、対応
している事実の部分
も、データとして見せ
ていくという側面があ

る（ヒ） 

    

その他
（課題） 

    ・被災後の大混乱の時
期、避難所に 24 時間看
護職の配置の判断、派
遣保健師の引き上げ判
断、結構早く引き上げ
ようという方向性に話
し合われたが「夜、看
護職がいなくて大丈夫
なのか」という他部署
からの指摘に、不要と
言うための根拠となる
データを出せばいいの
だが、それはなかなか
うまく示すことができ
ず過剰な支援となる傾
向があった。（ヒ） 

    

    ・管内の人口、被災規
模の大きな市町村を優
先し、そうでない自治
体は支援が手薄になる
こと傾向があるが、こ
れは問題になることも
ある。全体のバランス
を見ると、被害の大き
いところに引っ張られ
る(重点化される）が、
優先順位の下になる、
他の地域にも個々に混
乱や、課題はあり、支
援が必要な場合がある
ことの想定が重要。

（ヒ） 
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資料３ 地域活動拠点別（本庁，保健所，市町村，政令市）の統括保健師に求められる情報管理と
活用 カテゴリーC：計画策定と推進 
 

項目 地域活動拠点別 抽出テータ 
カテゴ
リー 

サブカテ
ゴリー 

県 本庁 政令市 本庁   保健所  市町村  政令市（行政区，セ
ンター） 

 
 
 
 

次
フ
ェ
ー
ズ
に
向
け
た
準
備 

 

 
 
 
 
 
 

予算化 
施策化 

・被災１か月を過ぎ
ると健康ニーズだ
けでなく、経済的問
題が表出してくる。
その問題解決にあ
たるとともに、生活
再建に重点をおい
た支援活動を地域
機関や市町村が展
開できるよう予算
措置や施策化する
ことで支援してい

く。（2） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・次フェー
ズ対策の
企画 
・通常業務
再開 
・地域ケア
システム
再構築 

・目前にある健康ニ
ーズへの解決だけ
でなく、復興期まで
を視野に入れた支
援計画を立案し、医
師会、大学、看護協
会等関係団体へ協
力を求める。（2） 

・被災地域とそうで
ない地域の温度差、
両面の対策を同時
に行う困難さがあ
る。手を要する地域
に力を貸しつつ、通
常業務を行うこと
が必要、待っている
市民も多いので調
整を考える。（8） 

・地域組織活動とし
て育成してきた傾
聴ボランティアが、
自主的に避難所に
おけるサロンを開
催した。さらに毎週
開催していたカウ
ンセリングルーム
での個別相談や夜
間電話での傾聴活
動を再開し、保健所
における月 1 回の
学習会も継続して
いる。災害後のネッ
トワークや住民ボ
ランティア活動は、
震災以前から保健
所保健師がつない
できた証と実感し
ている。（6） 

・こころのケアチー
ムがいなくなった
後をどうするかの
調整をし、結果、国
の「地域支え合い事
業」を使って町に
「こころとからだ
とくらしの相談セ
ンター」を立ち上
げ、町内を 8 エリア
に分け、エリアごと
に看護師が常駐し
て対応するシステ
ムが 11 月から始ま
っている。あとは、
専門家だけでなく
住民同士がケアし
合うことが必要だ
と考え、聴き上手ボ
ランティア研修を
しています。研修後
「隣のおばあちゃ
んの話をよく聴い
てあげるようにし
ます」「夫にやさし
い言葉をかけます」
と言ってくださっ
て、そういう町にな
ってほしいという
思いで継続してい

る。（5） 
 
 
 

 
 
 
 
 

・震災から 3 週間が
過ぎフィーズ２の
段階に入ったと実
感したことから、地
区全体の状況把握
の必要性を被災地
保健師全員で話し
合い、避難所運営中
心の活動から、自宅
避難住民を含め、被
害の大きい重点地
区把握の訪問へ大
きく舵を切ること
にした。その後、被
災経験自治体から
派遣保健師からも
そのような助言を
受け、さっそく重点
地区を選別し実施

した。（8） 
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資料３ 地域活動拠点別（本庁，保健所，市町村，政令市）の統括保健師に求められる情報管理と

活用 カテゴリーC：計画策定と推進（つづき） 
 

項目 地域活動拠点別 抽出テータ 

カテゴリ
ー 

サブカテ
ゴリー 

県 本庁 政令市 本庁   保健所  市町村  政令市（行政区，
センター） 

  

次
フ
ェ
ー
ズ
に
向
け
た
準
備 

（
つ
づ
き
） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・次フェ
ーズ対策
の企画 
・通常業
務再開 
・地域ケ
アシステ
ム再構築
（ つ づ
き） 

  ・従来から大事にし
てきた地域づくり
活動など、被害を受
けていない人たち
への対策も強化し
なければならない

（8） 

  ・状況は早いスピー
ドで変わるので、そ
の都度住民の健康
状況を把握し地区
診断をして、計画を
立てることが求め
られる。（7） 

・通常業務で被災
者の生活再建をお
手伝いをしたい。
区では出生数が多
いので、母子保健
事業で痛みや、楽
しさをみんなで分
かち合える場にし

た。（8） 

        ・避難所の保健活
動の成功は企画、
実施に至るまでの
経過において避難
所代表者やボラン
ティアとの連携、
調整がどこまでや
れるかにかかって
いる。救護班や派
遣保健師は人が交
代するため確実な
引き継ぎと、地道
な活動の積み上
げ、継続性がキー
ワードである。住
民が避難所から仮
設住宅へ移り、自
宅へ帰るという生
活基盤の変化、流
れも念頭に置い

た。 
（12） 
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資料３ 地域活動拠点別（本庁，保健所，市町村，政令市）の統括保健師に求められる情報管理と

活用 カテゴリーC：計画策定と推進（つづき） 
 

項目 地域活動拠点別 抽出テータ 

カテゴリ
ー 

サブカテ
ゴリー 

県 本庁 政令市 本庁   保健所  市町村  政令市（行政区，
センター） 

 
 

人
材
確
保 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

専門職に
よ る 支
援， 
ネットワ
ーク 

・災害という特殊
性から日頃体系化
していないものに
ついて対応を迫ら
れたり、即決を求
められる。課・部
内対応にも限界が
あるので、必要時、
国や関係機関等か
ら助言・指導をも
らえるようなネッ
トワークが必要。

（２） 

  ・４／２２から、
中長期派遣された
派遣保健師と応援
保健師が市の保健
師として主体的に
活動していけるよ
うに、スタッフ間
のコミュニケーシ
ョンを深めていっ
た。その中で、保
健支援チームの統
括の役割が、保健
所保健師から市へ
シフトできる大き
な成果があった。

（６） 

・自治体間などの支
援については、どん
な意味でも助けは
欲しい。私の判断だ
けを伝えれば、後は
全部やってもらえ
るのは非常にあり
がたい。ただ、遠方
から地域を知らな
い自治体に来ても
らっても、お願いし
にくい。多くの説明
が必要ではない、県
内など、地元の支援
チームが望ましい。
同じ県内の災害経
験をした市町村保
健師支援が、最もあ

りがたかった。
（ヒ） 

  

      ・避難所で感染症が
出はじめたので嘔
吐・下痢の処理セッ
トを作って夜中も
交代で手当てをし
た。災害支援ナース
の感染症専門ナー
スと一緒に感染症
対策を徹底した。住
民の人にも「協力す
るから」という方が
出てきて、支援して
くれたりしました。

（5） 

  

      ・食事提供の改善の
ため、何度も何度も
栄養士と一緒に災
害対策本部にかけ

あう。（5） 

  

       
・社会福祉協議会な
どのスタッフに無
理なお願いをする
のにも、日頃の関係
構築がものをいう。

（7） 
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資料３ 地域活動拠点別（本庁，保健所，市町村，政令市）の統括保健師に求められる情報管理と

活用 カテゴリーC：計画策定と推進（つづき） 
 

項目 地域活動拠点別 抽出テータ 

カテゴリ
ー 

サブカテ
ゴリー 

県 本庁 政令市 本庁   保健所  市町村  政令市（行政区，
センター） 

 
 

 

人
材
確
保
（
つ
づ
き
） 

 
 
 
 
 
 

地域住民
の協働、
協力 

      ・保健師の活動だけ
では限界があるの
で、住民の方にも協
力をお願いするこ
とになりますが、日
頃の家庭訪問など
で培った関係が頼
りになる。（7） 

 
・先輩保健師から受
け継いだ住民との
信頼関係の貴重さ。

（7） 

・（避難所）組織へ
の教育活動とし

て、避難所代表者、
自治組織に対し
て、健康問題に気
づかせ改善に向け
て実践できるよう
働きかけること、
住民の中から保健
リーダーを育成す
ることなど話し合
いしその中で出さ
れた意見で方向づ
けがなされた。

（12） 
 

  

活
動
推
進
体
制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人材管理 

    ・多くの支援チー
ムが入れ替わりで
入るため、どの地
区にどういうチー
ムが入っているか
など、毎日情報を
更新してミーティ
ングの場で報告し

た。（5） 
 

    

    ・管理的な統括を
補佐する人、中堅、
スタッフという３
層構造で活動体制
を考える。どうい
う力を発揮しても
らいたいからとい
うことを明確にし
た上で、適材適所
の支援人材を配置

する。（ヒ） 
 

    

  

人
材
の
管
理
調
整 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

オリエン
テーショ

ン 

・派遣自治体の決
定をうけ、集合場
所、連絡先、最低
限用意してほしい
ものを派遣元の本
庁担当者に伝え、
その方から行く人
へ連絡する、そし
て保健所へ着く
と、保健所が避難
所などの状況から
配置や役割を検討
し「〇〇避難所へ
行き、〇〇をして
ください」と具体
的指示を出す。

（1） 
 
 

  ・医療やこころの
ケアチームには保
健所で合同ミーテ
ィングをし、そこ
に必ず市町村保健
師にも入ってもら
いました。（5） 

  ・活動の連携を図
るため「応援保健
婦、看護婦の活動
についてのお願
い」と、活動報告
書、地図、環境調
査票を作成し、周
知した。（11） 
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資料３ 地域活動拠点別（本庁，保健所，市町村，政令市）の統括保健師に求められる情報管理と

活用 カテゴリーC：計画策定と推進（つづき） 
 

項目 地域活動拠点別 抽出テータ 

カテゴリ
ー 

サブカテ
ゴリー 

県 本庁 政令市 本庁   保健所  市町村  政令市（行政区，
センター） 

  

人
材
の
管
理
調
整
（
つ
づ
き
） 

 
オリエン
テーショ
ン（つづ
き） 

・オリエンテーシ
ョン資料は保健所
で作成、その後、
本庁でも確認し漏
れのないように確
認した。（１） 

        

 
 
 
 
 

カンファ
レンス 

    ・保健所から市の
中でまとまりまし
ょうと働きかけ
た。あちらはあち
ら、こちらはこち
らみたいなところ
をつなぐことが必
要で、そのために
ミーティングを提
案し、始めました。

（ヒ） 

  ・連携と、役割分
担、、意思統一を図
ることを目的に、
看護職が一同に介
した。（会議）

（12） 

  

業
務
の
質
確
保 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記録 

・統括レベルの記
録は必須、それぞ
れの管轄、担当者
に記録をしてもら

った（ヒ） 

  ・本庁から、毎週、
活動報告書の提出
を求められた。多
忙な中、ストレス
になったが、あれ
は意味があって、
スタッフレベルだ
と、日々の忙しさ
で、記録や、まと
めは、負担のもと
ですが、振り返っ
てみると、報告書
を記載する課程が
あるから、活動を
次の段階にシフト
していくことがで
きた。忙しいと、
記録をないがしろ
にしがちだが、日
報みたいな記録は
忙しくとも重要。

（ヒ） 

    

  

そ
の
他 

 
 
 
 
 
 
 

保健師の
専門性の
発揮 

    ・個別事例など、
今後どこに戻して
いくか、どうして
いくか、方向性の
検討や、マネジメ
ントなどは、病院
の看護師さんには
難しいと思う。誰
がどういうふう
に、そこの衛生管
理をやっていける
か、個別ケースを
どう処遇するの
か、マネジメント
力を保健師に発揮
してほしい。（ヒ） 

・こころのケアとし
てスクリーニング
調査、医療につなげ
る取り組みがある
が、こころのケアは
それだけではない
と思う。全町民が被
災者、ハイリスク者
だけピックアップ
する仕事ばかりを
していては、それ以
外の層から脱落し
ていく人が出るだ
ろうと思う。（5） 
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資料３ 地域活動拠点別（本庁，保健所，市町村，政令市）の統括保健師に求められる情報管理と

活用 カテゴリーC：計画策定と推進（つづき） 
 

項目 地域活動拠点別 抽出テータ 

カテゴリ
ー 

サブカテ
ゴリー 

県 本庁 政令市 本庁   保健所  市町村  政令市（行政区，
センター） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平時の保
健活動の
強化 

    ・ファーストサー
ビス、すなわち、
地区担当制で直接
住民の健康課題に
対応する体制を、
常日頃の保健活動
の中につくってお
くことが必要。地
区担当や、地区活
動の基盤がない
と、災害時には対
応できない（ヒ） 

・本当の物理的な距
離というのが、意外
と重要で、同じフロ
アにいると通じて

いる（ヒ） 

  

      ・直後は時間の経過
も記憶にないが、そ
んな中でも二次被
害を出さずに乗り
越えられたのは、一
度震災を経験して
いたことが大きい。

（7） 
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資料４ 地域活動拠点別（本庁，保健所，市町村，政令市）の統括保健師に求められる情報管理と
活用 カテゴリーD：職員の健康安全管理 

 
項目 地域活動拠点別 抽出テータ 

県 本庁 政令市 本庁   保健所  市町村  政令市（行政区，センタ
ー） 

勤務シフト管理       ・派遣医療チームが
「夜は救護室の患者
さんとは別の部屋で
寝なさい」と、「職員
が倒れたら大変だ」
と言われ、その日か
ら隣のトレーニング
ルームで寝るように

なった。（5） 
 
 

・上司からの指示（48 時
間以上避難所対応を継続
した保健師に対し、避難
所活動からの引き揚げの

指示）（8） 

業務方法のルー
ル化 

        ・ライフラインの復旧の
見込みが全くないため、
保健所での仮眠、食事、
トイレ使用のルールにつ
いて話し合った。（12） 

 
 

こころのケア 
個別相談 

    ・被害の大きかった
町にも「震災こころ
の相談室」を設置
し、職員の方もかな
りの被害を受けて
いたので、役場の幹
部や保健師全員に
面談をしていただ

いた。（5） 

役場職員による遺体
捜索班も結成され、
ショッキングな場面
を目にする大変な業
務でした。総務課長
と相談し、強制的に
精神科医に相談する
場を設けた。不眠不
休の職員に対して
「こぼしていいんだ
よ」という意味での
相談会として案内し

た。（5） 
 
 

  

こころのケア 
普及啓発 

      ・職員がメンタルの
不調で休むようにな
ると、休む人を非難
する言葉が聞こえて
きたため、総務課と
相談し、啓発を企画
した。9 月に全職員
を管理職とそれ以外
のグループに分け
て、研修会を実施し

た。（5） 
 
 

  

 


